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１ 検討の目的 

電波を用いて数メートルの電力伝送が行える空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム

（以下「WPT※1」という。）は、充電ケーブルや電池交換を行うことなくセンサ機器等へ

の充電・給電を可能とすることから、工場内やオフィスをはじめ幅広い利用が期待され

ている。今後本格化する５Ｇ・IoT 時代において、新たな電波利用領域として、イノベー

ション創出や DX※2を支える基盤環境の一つにもなりえ、その円滑な導入の促進が重要と

なる。 

他方、WPT を新たな電波利用領域として利用していくためには、従来の無線システムと

同様に、他の無線システムとの周波数共用等を可能とする無線システムとして技術的条

件を定め、これを適用することが必要となる。当該技術的条件は、情報通信審議会から

一部答申※3されたが、その際、無線システム等に与える影響の回避・軽減、設置環境に

配慮した設置、周波数の有効利用の視点から、運用調整のための仕組みの構築が必要で

ある旨の留意事項が付されたところである。 

このため、運用上の調整・工夫を行うことで、電波の適切な利用環境を維持しつつ、

新たな電波利用領域となる WPT の利用機会の拡大につながる仕組みを、効率的かつ効果

的に、中立性と透明性にも配意の上、実効性かつ柔軟性を備えて実現していくことが必

要となる。 

以上を踏まえ、本検討会では、WPT と既存無線システム等との運用調整に関する基本的

な在り方（以下「本在り方」という。）を示し、一部答申で示された WPT の産業界がコア

となった運用調整に関する仕組みの構築や、新たな電波利用領域となる WPT の円滑な導

入への寄与を図っていくこととする。 

なお、本在り方では、運用調整に関する事項を簡潔に記載するものとし、WPT の技術的

条件や他の無線システムとの共用条件等に関する検討経緯・諸元の詳細は、一部答申に

依拠する。 

                                                      
※1 Wireless Power Transmission/Transfer 
※2 Digital Transformation 
※3 諮問第2043号「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件」のうち「構内における空間

伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件」（令和２年７月14日） 
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２ 検討の前提条件 

（１）WPTの無線局管理に関する事項 

以下に、一部答申で示された WPT の無線局管理に関する事項の要約抜粋を前提とし

て示す。 

 設置環境を「WPT屋内設置環境」と定義。「WPT屋内設置環境」は、「WPT管理環

境」と「WPT一般環境」に区分。 
【WPT管理環境】 

 屋内、閉空間であること。 

 電波防護指針における管理環境の指針値を上記、屋内、閉空間内で満足するもの（電

波防護指針における管理環境の指針値を超える範囲に人が立ち入った際には送電を停

止すること）。 

 屋内の管理環境に設置される WPT の運用が、他の無線システム等に与える影響を回

避・軽減するため、本システムの設置者、運用者、免許人等が、一元的に他の無線シ

ステム（※）の利用、端末設置状況を管理できること。 

※ 屋内、閉空間内において自己が整備等し管理する無線システムを指す。 

 当該屋内に隣接する空間（隣接室内、上下階等）においても他の無線システムとの共

用条件を満たすか、当該屋内と同一の管理者により一元的に管理できること。

【2.4GHz 帯、5.7GHz帯】 
 

【WPT一般環境】 
 上記「WPT 管理環境」の定義を満たさない使用環境。同一屋内空間においても一元的

には管理されない他の無線システムに干渉を与える可能性があり、これを考慮した

対策等も必要（なお、WPT 一般環境では、電波防護指針における一般環境の指針値を

満足すること）。 

 WPT 管理環境や運用調整を前提とし、電波防護指針への適合性の確認等を必要と

することから、免許を必要とする無線設備とすることが適当。 

 工場、倉庫及び介護現場での利用を想定しており、利便性も考慮し移設の際に変

更申請等が必要のない構内無線局とすることが適当。ただし、「WPT 屋内設置環境」

内での設置に限定することが必要。 

 920MHz 帯、2.4GHz 帯、5.7GHz 帯を使用可能とし、一部答申に示された各周波数

帯の無線設備の技術的条件及び他システムとの共用条件を満たすこと。 

 920MHz 帯を使用し空中線電力1W 以下となる送信装置に関しては、RFID システム

と無線設備の技術的条件が同等であることから、申請者、免許人への負担軽減等

のために、「特定無線設備」としての取扱いとすること及び無線従事者の配置を不

要とすることが望まれる。 
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（２）共用検討の対象となる無線システム 

以下に、一部答申で示された共用検討の対象となる各周波数帯の無線システムを 

表１のとおり示す。これらの無線システムと共用が可能となるよう、必要な場合に運

用調整を実施する。 

表１ 各周波数帯の共用検討対象の無線システム 

920MHz 帯 2.4GHz 帯 5.7GHz 帯 

 デジタル MCAシステム 

 高度 MCA システム 

 携帯電話システム 

 RFID（構内無線局/陸上移

動局 /特定小電力無線局 

移動体識別用、テレメータ

用、テレコントロール用及

びデータ伝送用） 

 電波天文 

 

 小電力データ通信システム

（無線 LAN） 

 RFID（構内無線局/特定小電力

無線局 移動体識別用） 

 無人移動体画像伝送システム

（ドローン等） 

 移動衛星通信システム（ N-

STAR） 

 移動衛星通信システム（グロ

ーバルスター） 

 放送事業用 FPU システム 

 電波ビーコン 

 電波天文 

 アマチュア無線局 

 小電力データ通信システム

（無線 LAN） 

 DSRC（狭域通信）システム 

 放送事業用 STL/TTLシステム 

 放送事業用 FPU/TSLシステム 

 無人移動体画像伝送システム

（ドローン等） 

 気象レーダー 

 電波天文 

 アマチュア無線局 

 
 
３ 運用調整の在り方 

（１）運用調整に係る基本的な考え方 

（総論的事項） 

運用調整の仕組みでは、必要な情報の集約・提供、効果的な連絡・協力体制の確立、

共用・運用に係る専門知見・ノウハウのフル活用等により、混信防止の確保を実効性

をもって、効率的かつ効果的に実現していくことが不可欠である。 

その際、WPT が電力を伝送するという新たな電波利用領域の特殊性から、特に、他

の無線システムへの与干渉に十分配慮することが必要である。このため、WPT の設置

申請者又は設置・運用者（以下「WPT 免許人」という。）が、既存無線システムの免

許人に対して、必要な情報提供を行う等、運用調整に向けて、主体的に対応を行うこ

とが基本となる。 
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他方、WPT は新たな電波利用領域となり、イノベーションの創出や DX を支える基

盤環境の一つになり得ることから、その導入に際して、電波の適切な利用環境の維持

を前提としつつ、既存無線システムの免許人においても、WPT 免許人との個別の調整

に必要な情報の提供や干渉回避の技術的な助言等、柔軟性をもって、前進的かつ協力

的な対応に努めることが求められる。 

なお、一部答申で示された WPT の産業界がコアとなった運用調整の仕組みの構築は、

電波管理に係る先進的な取組ともなり、今後につながる成功事例となるよう、双方が

理解と工夫の視点を持ち、調整が結実するよう尽力していくことが期待される。 

 
（各論的事項） 

WPT 免許人は、混信防止の確保の視点から、まずは、一部答申に示された各周波数

帯の無線設備の技術的条件及び他システムとの共用条件（離隔距離）を満たすことが

基本となる。 

他方、一部答申中の離隔距離は、被干渉システムとなる既存無線システムの空中線

が、WPT の空中線と正対する等、最も厳しい設置・運用環境を基本に検討されており、

実際の設置・運用時には、空中線の指向方向、空中線電力の大きさ、使用周波数、使

用時間、遮蔽フィルターの挿入等、様々な調整・工夫※4により離隔距離が緩和可能と

なる場合がある。 

運用調整は、この視点を主眼に置き、電波の適切な利用環境を維持しつつ、新たな

電波利用領域となる WPT の利用機会の拡大につながるよう取組を実施することが重要

である。また、移動・可搬型の既存無線システム（以下「移動型システム」という。）

                                                      
※4 その他、WPTは、混信防止機能や製品設計における不要発射電力が上限値よりも低く抑えられる場合

がある等、技術的対応による緩和要素も見込まれる。 
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は、WPT の設置・運用環境との位置関係等が移動場所に応じて変動することから、移

動型システムの免許人等に対しては、WPT 免許人が、当該設置・運用環境の基本的情

報を公開又は提供し、WPT の運用開始後を含め、まずは、必要な場合に調整が図れる

よう連絡体制を構築することで対応することが適当である。 

他方、WPT による他の無線システムへの与干渉は、各周波数帯に対応した「WPT 屋

内設置環境」における壁等の通過損失値が大きな変動要因となるため、WPT 免許人は、

設置・運用時において、一部答申の中で検討に用いられた ITU-R のモデル等から算出

される損失値※5を満足することを確認し、運用調整時にその結果を提示できることが

必要である。 

 

（２）運用調整に係るプロセス 

２（１）のとおり、一部答申において、WPT は免許を必要とする無線設備とするこ

とが適当とされており、WPT 免許人からの混信防止の確保を含む申請内容の適切性を

総務省が審査※6することが前提となる。 

このため、WPT 免許人は、主体的に、以下のプロセスを参照し、混信防止の確保を

図ることが必要である。 

 

①  WPT の設置・運用環境に基づき、周囲の既存無線システムとの共用条件（離隔距

離）を確認し、運用調整が必要となる場合には②以下により対応。 

                                                      
※5 920MHz 帯域：10.0dB以上、2.4GHz帯域：14.0dB以上、5.7GHz帯域：16.0dB以上 
※6  運用調整の結果の確認を含む。 



6 

② 調整を必要とする既存無線システムの免許人等※7の特定

③ 特定した既存無線システムの免許人等へ連絡、調整に必要な情報の提供・取得

④ 移動型システム等も考慮した設置・運用環境に関する基本的情報※8の公開

⑤ 特定した既存無線システムとの運用調整

 運用調整を行う当事者間の継続的な連絡体制の確立

 壁等の通過損失値を確認の上、空中線の指向方向、空中線電力の大きさ、使

用周波数（チャネル）、使用期間・時間、遮蔽フィルターの挿入等に加え、混

信防止機能等、個別システムが有する最新の技術的機能による対応も含め、

創意工夫の視点を持って、双方の協力の下、運用調整に対応。

 移動型システムの免許人等については、②、③により、WPT 免許人から連

絡・情報提供される場合のほか、④による公開情報を移動型システムの免許

人等自身が参照の上、WPT の運用開始後を含め必要な場合には、WPT 免許人に

対して連絡し、調整に協力することも重要。

⑥ 運用開始後の必要な対応

 周辺に新たに無線システムが設置される場合や前述した既存無線システムが

変更される場合等にも、電力伝送という新たな電波利用領域の特殊性から、

要請があったときには、積極的に協力。

 WPTの設置・運用環境において、運用調整後の共用条件に影響を及ぼし得る

変更を行う場合、又は、WPTの設置・運用環境が要因の可能性となり混信状

態が発生した場合には、再度上記プロセスに基づき、必要な調整に対応。

※7 免許人又は免許人に連絡可能な組織・団体。

※8 設置場所、使用周波数帯、WPT免許人の連絡先等。②と同時期に公開。
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（３）運用調整の支援体制

運用調整では、無線システムを設置・運用する当事者間の調整を通じて、混信防止

を確保した周波数共用を図っていくことが基本となる。 

他方、上記（２）で示された運用調整プロセスを、混信防止の確保に実効性をもっ

て、複数の無線システムに対して、効率的かつ効果的に実現していくためには、運用

調整に必要な情報の集約・提供、連絡・協力体制の確立、具体的な運用調整への助

言・仲介等を、専門家の知見・ノウハウをフル活用し、ワンストップで支援できる体

制（以下「運用調整支援体制」という。）があることが有益である。また、本支援体

制が構築されることで、WPT 免許人、既存無線システム等免許人の当事者双方にとっ

ても、運用調整に係る負荷が軽減可能となると考えられる。 

なお、運用調整支援体制は、「（２）運用調整プロセス」において、必要な運用調整

を WPT 免許人が主体的に対応することとしていること、電力伝送という新たな電波利

用領域における専門家の知見・ノウハウも重要になること等から、一部答申で示され

たように、WPTの産業界がコアとなり構築されることが適当である。 

また、その体制の運営においては、混信防止を確保しつつ、適切な電波利用環境維

持に寄与することが求められるため、中立性・透明性の視点等、一定の機能を具備し

た上で、必要な調整支援を行うことが求められるとともに、運用調整を主体的に担う

WPT 免許人自身が、その体制に加わる仕組みにより、可動性を高め、総務省による審

査の迅速化・効率化につなげていくことも重要である。 

このため、運用調整支援体制の構築・運営の際には、以下の視点を参照しつつ、具

備すべき機能や調整支援事項を規定・公開。また、当事者等からの要望、実調整時の

支援状況等を通じて、具備すべき機能や支援事項等を、随時更新・改善していくこと

が適当である。 
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【具備すべき機能】 

 適切な電波利用環境維持に寄与可能な、専門性、中立性、透明性

 継続的に体制を運営可能な人的・財務的リソース

 運営及び運用調整支援事項の実施内容の規定化と公開

 当事者等からの連絡・相談等への対応可能な体制

 運用調整に係る情報の集約・提供を可能とする基盤環境

 運営及び運用調整支援事項の実施状況に関する適切性の検証 等

【調整支援事項】 

 調整を必要とする既存無線システムの免許人等の特定

 特定した既存無線システムの免許人等への連絡、調整に必要な情報の提供

 設置・運用環境に関する基本的情報の公開

 運用調整を行う当事者間の継続的な連絡体制の確立支援

 運用調整に係る助言・技術的支援（壁等の通過損失値の確認、離隔距離緩

和時の共用検討 等）

 運用調整時及び混信発生時等の当事者への通知・当事者間の仲介支援

 混信発生時の助言・技術的支援

 運用調整実施状況やグッドプラクティス※9の作成・公開 等

※9 具体的な運用調整のモデル事例や工夫により調整が効果的に行われた事例等
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４ 今後の対応

運用調整が効率的かつ効果的に行われるためにも、運用調整支援体制が、本在り方に

基づき、構築・運営されることが必要である。 

その上で、運用調整の仕組みが、必要な情報の集約や対応事例の蓄積等により、日々

実効性を高めていくとともに、仮に、技術の進化や運用の多様化等により、その仕組み

に支障を生じるような場合には、適切に更新・改善されていくことが重要である。 

このため、運用調整の実施状況について、運用調整支援体制が積極的に発信していく

とともに、当面の間、本検討会の枠組みを活かしつつ、中立性・透明性の視点や将来の

WPTに係る電波管理の在り方も見据え、確認を行っていくこととする。 
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５ 参考資料 

  参考で、情報通信技術分科会資料（令和２年７月14日）より抜粋等したものを示す。 
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「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの運用調整に関する検討会」開催状況 

開催日程 議題 

第１回 令和２年12月9日 (1) 検討会の開催について

(2) 国内の運用調整機能の動向について

(3) 意見交換

(4) その他

第２回 令和３年２月２日 (1) 空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの実装計画に

ついて

(2) 運用調整に関する基本的な在り方について

(3) 意見交換

(4) その他

第３回 令和３年３月５日 (1) 運用調整に関する基本的な在り方について

(2) 意見交換

(3) その他

第４回 令和３年５月19日 (1) 意見募集の結果について

(2) 意見交換

(3) その他
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「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの運用調整に関する検討会」 構成員 一覧 
 

（敬称略、座長及び座長代理を除き五十音順 肩書きは令和２年12月９日現在） 
 

役 職 及 び 氏 名 主 要 現 職 
座長 三谷 政昭 東京電機大学 工学部 情報通信工学科 教授 

座長代理 藤野 義之 東洋大学 理工学部 電気電子情報工学科 教授 

構成員 浅井 裕介 

ARIB 無線 LAN 作業班 T71_11ac SWG リーダ 

日本電信電話(株) NTT アクセスサービスシステム研究所 

無線アクセスプロジェクト 主幹研究員 

〃 井上 統之 KDDI(株) 技術企画本部電波部 企画・制度グループマネージャー 

〃 井上 保彦 

ARIB 無線 LAN 作業班 主任 

日本電信電話(株) NTT アクセスサービスシステム研究所 

無線アクセスプロジェクト 主任研究員 

〃 大石 雅寿 自然科学研究機構 国立天文台 周波数資源保護室 室長 

〃 大山 真澄 ソフトバンク(株) テクノロジーユニット電波企画室 担当部長 

〃 栗田 昌典 

ARIB 小電力無線局作業班 主任 

パナソニック(株) ライフソリューションズ社 エナジーシステム事

業部 

Ｒ＆Ｄセンター 通信ネットワーク技術部 

〃 佐野 康二 (一財)テレコムエンジニアリングセンター 電磁環境試験部 部長 

〃 庄木 裕樹 
ブロードバンドワイヤレスフォーラム(BWF) 

ワイヤレス電力伝送ワーキング グループリーダ 

〃 鈴木 淳 (一財)移動無線センター 事業企画部 担当部長 

〃 角埜 勝明 
(一社)電波産業会  

研究開発本部周波数資源グループ 主任研究員 

〃 髙井 正興 (一社)日本アマチュア無線連盟 電磁環境委員会 委員長 

〃 高木 秀紀 (一財)総合研究奨励会 日本無人機運航管理コンソーシアム 

〃 中村 順一 

ARIB ITS 情報通信システム推進会議  

5GHz 帯路車間通信検討 WG 主査 

東芝インフラシステムズ(株) 社会システム事業部  

道路ソリューション技術部 道路システム技術主幹 

〃 成島 大輔 
国土交通省 道路局道路交通管理課  

高度道路交通システム(ITS)推進室 課長補佐 

〃 西田 肇夫 

ARIB 電子タグ作業班 主任 

東芝エネルギーシステムズ(株)  

ＤＸ統括部 グリッドＤＸ推進部 シニアエキスパート 

〃 藤本 卓也 
ブロードバンドワイヤレスフォーラム(BWF) 

ワイヤレス電力伝送ワーキンググループ TG6リーダ 

〃 前田 規行 (株)NTT ドコモ 電波部 電波技術担当課長 

 


